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金融機関の担当者が直面しがちな、相続相談や手続きに関する諸問題…その

上手な対処法を様々な法制などの根拠とともに解説します！

銀行員は
これだけ

やるべき！ 相続相続相談＆手続きの勘所

担当者として
どこまで
できる？

法
で
は
遺
産
相
続
に
つ
い
て
、

法
定
相
続
人
と
そ
の
相
続
分
を

定
め
て
い
ま
す
。
一
方
で
「
特
定
の
相

続
人
に
多
く
相
続
さ
せ
た
い
」
な
ど
、

被
相
続
人
の
遺
志
を
遺
産
分
割
に
反
映

さ
せ
る
の
が
「
遺
言
」
で
す
。
遺
言
は

法
定
相
続
分
よ
り
も
優
先
さ
れ
ま
す
。

相
続
預
金
の
払
戻
手
続
き
に
対
応
す
る

た
め
の
遺
言
書
に
つ
い
て
は
、
し
っ
か

り
と
押
さ
え
て
お
く
必
要
が
あ
り
ま

す
。
そ
の
中
で
も
今
回
は
自
筆
証
書
遺

言
に
つ
い
て
解
説
し
ま
す
。

　

自
筆
証
書
遺
言
は
、
遺
言
者
自
身
で

作
成
す
る
遺
言
書
で
、
本
文
を
自
筆
で

書
き
、
最
後
に
作
成
日
と
氏
名
を
署
名

押
印
し
ま
す
。
書
き
間
違
え
た
と
き
や

追
記
す
る
と
き
は
「
３
文
字
削
除
」
や

「
４
文
字
加
筆
」
な
ど
を
該
当
箇
所
近

く
に
付
記
し
、
変
更
箇
所
に
署
名
と
と

も
に
押
印
し
た
も
の
と
同
じ
印
鑑
を
押

印
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
本
文
は
自

筆
で
す
が
、
遺
産
目
録
に
つ
い
て
は
ワ

民

ー
プ
ロ
や
通
帳
等
コ
ピ
ー
の
添
付
が
認

め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

費
用
が
か
か
ら
ず
遺
言
を
遺
し
た
こ

と
自
体
を
秘
密
に
で
き
る
点
は
メ
リ
ッ

ト
で
す
が
、
紛
失
や
破
棄
さ
れ
る
恐
れ

が
あ
る
点
、
本
人
が
書
い
た
か
が
争
点

に
な
る
可
能
性
が
あ
る
点
、
相
続
発
生

後
に
家
庭
裁
判
所
の
検
認
が
必
要
な
点

は
デ
メ
リ
ッ
ト
で
す
。

自
筆
証
書
の
保
管
制
度
を 

活
用
す
れ
ば
検
認
が
不
要

　

た
だ
し
令
和
２
年
７
月
よ
り
始
ま
っ

た
、
法
務
局
で
の
「
自
筆
証
書
の
保
管

制
度
」
を
活
用
し
た
場
合
は
、
検
認
手

続
き
は
不
要
で
す
。
こ
の
制
度
は
、
①

遺
言
者
本
人
が
自
筆
証
書
遺
言
を
保
管

所
に
持
参
す
る
、
②
保
管
所
で
本
人
確

認
と
遺
言
書
の
様
式
の
確
認
を
行
う
、

③
遺
言
書
の
原
本
を
保
管
所
で
保
管
す

る
と
い
う
流
れ
で
利
用
し
ま
す
。
遺
言

者
が
存
命
中
の
間
は
、
遺
言
書
の
内
容

や
存
在
を
、
他
人
が
保
管
所
で
確
認
す

る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

　

こ
の
制
度
を
利
用
す
る
メ
リ
ッ
ト
は

遺
言
書
を
安
全
に
保
管
で
き
、
紛
失
の

ト
ラ
ブ
ル
を
避
け
る
こ
と
が
で
き
る
点

で
す
。
検
認
手
続
き
が
不
要
に
な
る
こ

と
で
、
遺
言
者
死
亡
後
の
相
続
手
続
き

が
ス
ム
ー
ズ
に
な
り
ま
す
。

　

ち
な
み
に
こ
の
制
度
に
お
い
て
法
務

局
は
、
遺
言
書
の
様
式
と
、
遺
言
書
が

自
署
さ
れ
た
も
の
か
を
確
認
し
、
遺
言

者
の
本
人
確
認
を
行
う
の
み
で
、
遺
言

の
内
容
に
つ
い
て
の
ア
ド
バ
イ
ス
は
行

い
ま
せ
ん
。

自
筆
証
書
遺
言
が
あ
る
と
き
の 

相
続
預
金
の
払
戻
手
続
き
は
…

　

相
続
預
金
の
払
戻
手
続
き
は
、
ま
ず

遺
言
者
の
死
亡
を
、
被
相
続
人
の
戸
籍

謄
本
で
確
認
し
ま
す
。
保
管
制
度
を
利

用
し
た
自
筆
証
書
遺
言
が
遺
さ
れ
て
い

る
場
合
、
遺
言
書
保
管
所
が
発
行
す
る

自
筆
証
書
遺
言
の
内
容
や

保
管
制
度
の
質
問
を
受
け
た
…
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法・税・財の知識を活かす
実践・重要実務

ここまで

　やるべき
！

「
遺
言
書
情
報
証
明
書
」
を
確
認
し
ま

す
。
こ
の
証
明
書
に
、
遺
言
の
基
礎
情

報
や
遺
言
書
本
文
、
遺
産
目
録
が
記
載

さ
れ
て
い
ま
す
。

　

次
に
遺
言
執
行
者
が
指
定
さ
れ
て
い

る
か
ど
う
か
を
確
認
し
ま
す
。
遺
言
執

　

指
定
さ
れ
て
い
な
い
場
合
、
相
続
届

な
ど
一
定
の
書
類
に
相
続
人
・
受
遺
者

（
遺
言
に
よ
っ
て
遺
産
を
受
贈
さ
れ
る

人
）
全
員
の
署
名
押
印
と
印
鑑
証
明
書

が
必
要
に
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
自

店
で
の
取
扱
い
を
確
認
し
ま
し
ょ
う
。

　

続
い
て
自
店
の
預
金
者
の
取
引
と
遺

言
書
の
記
載
内
容
を
照
合
し
ま
す
。
遺

言
書
に
記
載
の
な
い
相
続
預
金
が
あ
れ

ば
、
遺
産
分
割
協
議
書
の
再
作
成
、
ま

た
は
相
続
届
に
よ
り
記
載
外
の
相
続
預

金
の
承
継
者
を
決
め
て
も
ら
う
必
要
が

あ
り
ま
す
。
な
お
、
記
載
外
の
財
産
に

つ
い
て
、
承
継
者
が
定
め
て
あ
る
場
合

に
は
、
そ
の
承
継
者
が
記
載
外
の
相
続

預
金
を
引
き
継
ぎ
ま
す
。

　

自
筆
証
書
遺
言
の
保
管
制
度
に
お
い

て
、
遺
言
書
の
保
管
所
は
そ
の
内
容
ま

で
チ
ェ
ッ
ク
し
て
い
ま
せ
ん
。
全
財
産

が
特
定
の
人
に
遺
贈
さ
れ
る
な
ど
不
自

然
な
内
容
の
場
合
、
安
易
な
手
続
き
を

行
う
と
、
他
の
相
続
人
か
ら
責
任
を
追

及
さ
れ
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
と
き
は
、
相
続
届
に
相

続
人
全
員
の
署
名
押
印
を
求
め
た
ほ
う

が
良
い
ケ
ー
ス
も
あ
り
ま
す
の
で
、
上

司
に
判
断
を
仰
ぎ
ま
し
ょ
う
。

行
者
は
、
遺
言
書
の
内
容
に
基
づ
い

て
、
遺
産
の
名
義
変
更
手
続
き
を
単
独

で
行
う
権
限
が
あ
り
ま
す
。
遺
言
執
行

者
が
指
定
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
相

続
預
金
の
払
戻
手
続
き
は
、
遺
言
執
行

者
が
行
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

	 自筆証書遺言は、相続発生後に家庭裁判所の検認が必要となる。ただ法務
局での保管制度を活用した場合は、検認手続きが不要となり、紛失せずに
安全に保管することができることを覚えておこう

	 遺言書の保管所は自筆証書遺言の内容まではチェックを行っていない。全
財産が特定の人に遺贈されるなど、不自然に感じられる内容があれば、上
司に判断を仰ぐようにしよう

●遺言書情報証明書 ( 一部抜粋 ) と遺言書の確認ポイント
遺言書情報証明書

遺言書
作成の年月日 令和 2 年 7 月 31 日
保管を開始した年月日 令和 2 年 8 月 2 日
遺言書が保管されている
遺言書保管所の名称 松山法務局

保管番号 H0101-202008-100
受遺者等
氏名又は名称 近代花子
住所 愛媛県松山市松江町 1 丁目 1 番地
氏名又は名称 近代一郎
住所 愛媛県大洲市大洲 3 丁目 3 番 3 号

整理番号ア 000001

遺言書
遺言者 近代太郎は、次のとおり遺言する。
　１条　遺言者は、その所有する次の財産を妻花子に相続させる。
　　　一、みかん銀行　松山支店に所在する下記預金
　　　　　　普通預金　口座番号　112233
　　　　　　定期預金　口座番号　998877

～～～～割愛～～～～
　3 条　遺言者は、上記以外の一切の財産を妻花子に相続させる。
　　　令和 2 年 7 月 31 日
　　 　　遺言者　近代　太郎　　　㊞
整理番号ア 000001　　　　　　保管番号　H0101-202008-100

遺言書に記載され
ていない預金口座
等があった場合に
は、その他財産の
承継者が定められ
ているかを確認

自店の取引口座が
すべて記載されて
いるか確認

遺言執行者が定め
てある場合、執行
者が相続預金の払
戻し手続きを代行
できる

作成の年月日と保
管を開始した年月
日を確認

保管番号や整理番
号で遺言書情報証
明書の一連の書類
が紐付けされてい
るか確認


